
議案第36号 

朝来市税条例の一部を改正する条例制定について 

朝来市税条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。 

 令和４年６月６日提出 

朝来市長 藤 岡  勇 

提案理由要旨 

 地方税法等の一部を改正する法律（令和４年法律第１号）が令和４年４月１日に公

布されたことに伴い、個人住民税における給与所得者及び公的年金等受給者の扶養親

族等申告書における記載事項の追加、住宅借入金等特別税額控除の延長等を行うため、

所要の条例整備を行うものです。 



朝来市条例第 号 

朝来市税条例の一部を改正する条例 

 朝来市税条例（平成17年朝来市条例第76号）の一部を次のように改正する。 

第36条の３の２の見出し中「扶養親族申告書」を「扶養親族等申告書」に改め、同

条第１項中第３号を第４号とし、第２号を第３号とし、第１号の次に次の１号を加え

る。 

(2) 所得割の納税義務者（合計所得金額が1,000万円以下であるものに限る。）の自

己と生計を一にする配偶者（法第313条第３項に規定する青色事業専従者に該当

するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第４項に規定する

事業専従者に該当するものを除き、合計所得金額が133万円以下であるものに限

る。次条第１項において同じ。）の氏名 

第36条の３の３の見出し中「扶養親族申告書」を「扶養親族等申告書」に改め、同

条第１項中「あって、」の次に「特定配偶者（所得割の納税義務者（合計所得金額が900

万円以下であるものに限る。）の自己と生計を一にする配偶者（退職手当等（第53条の

２に規定する退職手当等に限る。以下この項において同じ。）に係る所得を有する者

であって、合計所得金額が95万円以下であるものに限る。）をいう。第２号において同

じ。）又は」を、「控除対象扶養親族」の次に「であって退職手当等に係る所得を有し

ない者」を加え、同項中第３号を第４号とし、第２号を第３号とし、第１号の次に次

の１号を加える。 

(2) 特定配偶者の氏名 

附則第７条の３の２第１項中「令和15年度」を「令和20年度」に、「令和３年」を「令

和７年」に改める。 

附則第17条の２第３項中「、第37条の８又は第37条の９」を「又は第37条の８」に

改める。 

附則第25条中「。次条において「新型コロナウイルス感染症特例法」という。」を削

る。 

附則第26条を削る。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和５年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

第２条 改正後の朝来市税条例（以下「新条例」という。）第36条の３の２第１項の規

定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後に支払を受けるべき同

条同項に規定する給与について提出する同項及び同条第２項に規定する申告書に

ついて適用し、施行日前に支払を受けるべき改正前の朝来市税条例（次項において

「旧条例」という。）第36条の３の２第１項に規定する給与について提出した同項

及び同条第２項に規定する申告書については、なお従前の例による。 

２ 新条例第36条の３の３第１項の規定は、施行日以後に支払を受けるべき所得税法



（昭和40年法律第33号）第203条の６第１項に規定する公的年金等（同法第203条の

７の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公的年金等」という。）

について提出する新条例同条同項に規定する申告書について適用し、施行日前に支

払を受けるべき公的年金等について提出した旧条例第36条の３の３第１項に規定

する申告書については、なお従前の例による。 



 

議案第36号資料 

朝来市税条例新旧対照表 

現     行 改  正  案 

（個人の市民税に係る給与所得者の

扶養親族申告書 ） 

第36条の３の２ 所得税法第194条第

１項の規定により同項に規定する申

告書を提出しなければならない者（以

下この条において「給与所得者」とい

う。）で市内に住所を有するものは、

当該申告書の提出の際に経由すべき

同項に規定する給与等の支払者（以下

この条において「給与支払者」とい

う。）から毎年最初に給与の支払を受

ける日の前日までに、施行規則で定め

るところにより、次に掲げる事項を記

載した申告書を、当該給与支払者を経

由して、市長に提出しなければならな

い。 

(1) 当該給与支払者の氏名又は名称 

(2) 扶養親族の氏名 

(3) その他施行規則で定める事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（個人の市民税に係る給与所得者の

扶養親族等申告書） 

第36条の３の２ 所得税法第194条第

１項の規定により同項に規定する申

告書を提出しなければならない者（以

下この条において「給与所得者」とい

う。）で市内に住所を有するものは、

当該申告書の提出の際に経由すべき

同項に規定する給与等の支払者（以下

この条において「給与支払者」とい

う。）から毎年最初に給与の支払を受

ける日の前日までに、施行規則で定め

るところにより、次に掲げる事項を記

載した申告書を、当該給与支払者を経

由して、市長に提出しなければならな

い。 

(1) 当該給与支払者の氏名又は名称 

(2) 所得割の納税義務者（合計所得 

金額が1,000万円以下であるも

のに限る。）の自己と生計を一に

する配偶者（法第313条第３項に

規定する青色事業専従者に該当

するもので同項に規定する給与

の支払を受けるもの及び同条第

４項に規定する事業専従者に該

当するものを除き、合計所得金

額が133万円以下であるものに

限る。次条第１項において同

じ。）の氏名 

(3) 扶養親族の氏名 

(4) その他施行規則で定める事項 
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（個人の市民税に係る公的年金等受

給者の扶養親族申告書 ） 

第36条の３の３ 所得税法第203条の

６第１項の規定により同項に規定す

る申告書を提出しなければならない

者又は法の施行地において同項に規

定する公的年金等（所得税法第203条

の７の規定の適用を受けるものを除

く。以下この項において「公的年金等」

という。）の支払を受ける者であって、 

                  

                  

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

          扶養親族（控除

対象扶養親族            

          を除く。）を有

する者（以下この条において「公的年

金等受給者」という。）で市内に住所

を有するものは、当該申告書の提出の

際に経由すべき所得税法第203条の６

第１項に規定する公的年金等の支払

者（以下この条において「公的年金等

支払者」という。）から毎年最初に公

的年金等の支払を受ける日の前日ま

でに、施行規則で定めるところによ

り、次に掲げる事項を記載した申告書

を、当該公的年金等支払者を経由し

て、市長に提出しなければならない。 

(1) 当該公的年金等支払者の名称 

（個人の市民税に係る公的年金等受

給者の扶養親族等申告書） 

第36条の３の３ 所得税法第203条の

６第１項の規定により同項に規定す

る申告書を提出しなければならない

者又は法の施行地において同項に規

定する公的年金等（所得税法第203条

の７の規定の適用を受けるものを除

く。以下この項において「公的年金等」

という。）の支払を受ける者であって、

特定配偶者（所得割の納税義務者（合

計所得金額が900万円以下であるもの

に限る。）の自己と生計を一にする配

偶者（退職手当等（第53条の２に規定

する退職手当等に限る。以下この項に

おいて同じ。）に係る所得を有する者

であって、合計所得金額が95万円以下

であるものに限る。）をいう。第２号

において同じ。）又は扶養親族（控除

対象扶養親族であって退職手当等に

係る所得を有しない者を除く。）を有

する者（以下この条において「公的年

金等受給者」という。）で市内に住所

を有するものは、当該申告書の提出の

際に経由すべき所得税法第203条の６

第１項に規定する公的年金等の支払

者（以下この条において「公的年金等

支払者」という。）から毎年最初に公

的年金等の支払を受ける日の前日ま

でに、施行規則で定めるところによ

り、次に掲げる事項を記載した申告書

を、当該公的年金等支払者を経由し

て、市長に提出しなければならない。 

(1) 当該公的年金等支払者の名称 
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(2) 扶養親族の氏名 

(3) その他施行規則で定める事項 

 

附 則 

第７条の３の２ 平成22年度から令和

15年度までの各年度分の個人の市民

税に限り、所得割の納税義務者が前年

分の所得税につき租税特別措置法第

41条又は第41条の２の２の規定の適

用を受けた場合（居住年が平成11年か

ら平成18年まで又は平成21年から令

和３年までの各年である場合に限

る。）において、前条第１項の規定の

適用を受けないときは、法附則第５条

の４の２第５項（同条第７項の規定に

より読み替えて適用される場合を含

む。）に規定するところにより控除す

べき額を、当該納税義務者の第34条の

３及び第34条の６の規定を適用した

場合の所得割の額から控除する。 

２ （略） 

（優良住宅地の造成等のために土地

等を譲渡した場合の長期譲渡所得に

係る市民税の課税の特例） 

第17条の２ （略） 

２ （略） 

３ 第１項（前項において準用する場

合を含む。）の場合において、所得割

の納税義務者が、その有する土地等に

つき、租税特別措置法第33条から第33

条の４まで、第34条から第35条の３ま

で、第36条の２、第36条の５、第37条、

第37条の４から第37条の６まで、第37

条の８又は第37条の９の規定の適用

を受けるときは、当該土地等の譲渡

(2) 特定配偶者の氏名 

(3) 扶養親族の氏名 

(4) その他施行規則で定める事項 

附 則 

第７条の３の２ 平成22年度から令和

20年度までの各年度分の個人の市民

税に限り、所得割の納税義務者が前年

分の所得税につき租税特別措置法第

41条又は第41条の２の２の規定の適

用を受けた場合（居住年が平成11年か

ら平成18年まで又は平成21年から令

和７年までの各年である場合に限

る。）において、前条第１項の規定の

適用を受けないときは、法附則第５条

の４の２第５項（同条第７項の規定に

より読み替えて適用される場合を含

む。）に規定するところにより控除す

べき額を、当該納税義務者の第34条の

３及び第34条の６の規定を適用した

場合の所得割の額から控除する。 

２ （略） 

（優良住宅地の造成等のために土地

等を譲渡した場合の長期譲渡所得に

係る市民税の課税の特例） 

第17条の２ （略） 

２ （略） 

３ 第１項（前項において準用する場

合を含む。）の場合において、所得割

の納税義務者が、その有する土地等に

つき、租税特別措置法第33条から第33

条の４まで、第34条から第35条の３ま

で、第36条の２、第36条の５、第37条、

第37条の４から第37条の６まで又は

第37条の８     の規定の適用

を受けるときは、当該土地等の譲渡
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は、第１項に規定する優良住宅地等の

ための譲渡又は前項に規定する確定

優良住宅地等予定地のための譲渡に

該当しないものとみなす。 

（新型コロナウイルス感染症等に係

る寄附金税額控除の特例） 

第25条 所得割の納税義務者が、前年

中に新型コロナウイルス感染症等の

影響に対応するための国税関係法律

の臨時特例に関する法律（令和２年法

律第25号。次条において「新型コロナ

ウイルス感染症特例法」という。）第

５条第４項に規定する指定行事のう

ち、市長が指定するものの中止若しく

は延期又はその規模の縮小により生

じた当該指定行事の入場料金、参加料

金その他の対価の払戻しを請求する

権利の全部又は一部の放棄を同条第

１項に規定する指定期間内にした場

合には、当該納税義務者がその放棄を

した日の属する年中に法附則第60条

第４項に規定する市町村放棄払戻請

求権相当額の法第314条の７第１項第

３号に掲げる寄附金を支出したもの

とみなして、第34条の７の規定を適用

する。 

（新型コロナウイルス感染症等に係

る住宅借入金等特別税額控除の特例） 

第26条 所得割の納税義務者が前年分

の所得税につき新型コロナウイルス

感染症特例法第６条第４項の規定の

適用を受けた場合における附則第７

条の３の２第１項の規定の適用につ

は、第１項に規定する優良住宅地等の

ための譲渡又は前項に規定する確定

優良住宅地等予定地のための譲渡に

該当しないものとみなす。 

（新型コロナウイルス感染症等に係

る寄附金税額控除の特例） 

第25条 所得割の納税義務者が、前年

中に新型コロナウイルス感染症等の

影響に対応するための国税関係法律

の臨時特例に関する法律（令和２年法

律第25号              

               ）第

５条第４項に規定する指定行事のう

ち、市長が指定するものの中止若しく

は延期又はその規模の縮小により生

じた当該指定行事の入場料金、参加料

金その他の対価の払戻しを請求する

権利の全部又は一部の放棄を同条第

１項に規定する指定期間内にした場

合には、当該納税義務者がその放棄を

した日の属する年中に法附則第60条

第４項に規定する市町村放棄払戻請

求権相当額の法第314条の７第１項第

３号に掲げる寄附金を支出したもの

とみなして、第34条の７の規定を適用

する。 

 

（削る） 
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いては、同項中「令和15年度」とある

のは、「令和16年度」とする。 

２ 所得割の納税義務者が前年分の所

得税につき新型コロナウイルス感染

症特例法第６条の２第１項の規定の

適用を受けた場合における附則第７

条の３の２第１項の規定の適用につ

いては、同項中「令和15年度」とある

のは「令和17年度」と、「令和３年」と

あるのは「令和４年」とする。 
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